
JP 4910322 B2 2012.4.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オゾンガスを発生させるオゾン発生装置と、該オゾン発生装置により発生されたオゾン
ガスを被処理水中に注入するオゾンガス注入装置と、該オゾンガス注入装置によりオゾン
ガスが注入された被処理水を加圧する高圧ポンプと、該高圧ポンプと前記水処理槽の間の
流路に設置され、複数の連通孔を有する多孔板を具備し前記多孔板の連通孔を前記オゾン
ガスが注入された被処理水が通過する孔数である有効孔数を変化させて前記高圧ポンプで
加圧されたオゾンガス混入の被処理水から微細気泡を生成させる微細気泡生成装置を有し
、該微細気泡生成装置で生成されたオゾン微細気泡混入の被処理水を水処理槽に注入して
被処理水を消毒処理する微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項２】
　前記微細気泡生成装置が、前記多孔板の有効孔数を変化させるためのシャッター板を備
えた請求項１に記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項３】
　前記微細気泡生成装置が、異なる孔数を有する複数の多孔板と、該多孔板をそれぞれ設
置した複数の第２の流路と、該複数の第２の流路にそれぞれ設けられた弁とを有し、該弁
の開閉によって通水する第２の流路を切替えることにより有効孔数を可変調整する請求項
１に記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項４】
　前記高圧ポンプがインバータによって回転速度を制御されるものであって、前記高圧ポ
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ンプの加圧圧力を許容範囲内となるように回転速度を制御する請求項２又は３に記載の微
細気泡を利用した水処理設備。
【請求項５】
　前記水処理槽に水処理槽内の被処理水を抽水するための抽水流路が設けられ、該抽水流
路が流量調整弁を介して前記オゾンガス注入装置に接続されている請求項１に記載の微細
気泡を利用した水処理設備。
【請求項６】
　前記水処理槽における前記オゾン微細気泡混入の被処理水の注入箇所より下流に被処理
水の溶存オゾン濃度計を設け、制御器により溶存オゾン濃度計の計測値をオゾン濃度目標
値と比較して、前記水処理槽に注入するオゾン量の過不足を演算し、該演算結果を基にポ
ンプ回転数と前記多孔板の有効孔数と前記オゾン発生装置のオゾン発生量を制御する請求
項４に記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項７】
　前記高圧ポンプによる多孔板上流の加圧圧力を０.１ＭＰａから１.０ＭＰａの範囲に制
御する請求項１から３のいずれかに記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項８】
　前記オゾン注入装置をエゼクタによる気相混合装置、或いは散気管による気液混合装置
である請求項１から７のいずれかに記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項９】
　前記水処理槽に注入するオゾン量の過不足の演算結果が、水処理槽に注入するオゾン量
が不足している場合には、前記制御器によって多孔板の有効孔数を増加し、前記加圧圧力
を維持するように前記ポンプ回転数を増加し、前記オゾン発生装置によるオゾン発生量を
増加するように制御し、前記水処理槽に注入するオゾン量が過大である場合は、前記制御
器によって多孔板の有効孔数を減じ、前記加圧圧力を維持するように前記ポンプ回転数を
減し、前記オゾン発生器によるオゾン発生量を減ずるように制御する請求項６に記載の微
細気泡を利用した水処理設備。
【請求項１０】
　前記水処理槽に導入される被処理水の水質を計測する水質計測計と流量計を設け、該水
質計測器の計測値と前記流量計で計測された流量を前記制御器に入力し、被処理水水質の
悪化あるいは流量増加が発生した場合には、必要なオゾン量増分値を演算し、被処理水の
水質の改善あるいは流量減少が発生した場合には、必要なオゾン量減分値を演算し、該演
算結果を基にポンプ回転数と多孔板の有効孔数を制御して、水処理槽内に注入するオゾン
量を調整する請求項４に記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【請求項１１】
　前記多孔板を通過する流れ方向を逆転し多孔板を逆洗洗浄する逆洗洗浄装置を具備した
請求項１から１０のいずれかに記載の微細気泡を利用した水処理設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水道水，下水，河川水，湖沼水，産業排水などの浄化，殺菌，消毒に利用可
能な微細気泡を利用した水処理設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　浄化，殺菌，消毒における微細気泡の利用と効果を記載したものに、〔非特許文献１〕
がある。また、オゾン水による殺菌効果を記載したものとして、〔非特許文献２〕がある
。
【０００３】
　〔非特許文献１〕には、微細気泡は、マイクロバブルと呼ばれる直径が５０マイクロメ
ータ以下の気泡であり、一般に、このサイズの気泡は、周囲流体への気泡内気体の溶け込
みにより、液中で縮小していき、約２分で完全溶解すること、微細気泡は、周囲液体への
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溶け込みにしたがって直径が減少するため、表面張力の効果により内部が高温，高圧にな
ること、気泡は微細になるほど体積に対する表面積比が大きくなるため溶解効率が高くな
るが、気体の圧力に比例して溶解度が増加するヘンリーの法則によって溶解がさらに促進
されること、微細気泡は消滅時に殺菌力を有するラジカルを発生し、このラジカルによっ
て、細菌，有機物を分解できるため、浄化，殺菌，消毒効果が得られることが記載されて
いる。以下、微細気泡は、このように定義することとする。
【０００４】
　〔非特許文献２〕には、気体オゾンの溶け込んだオゾン水は酸化還元電位が高く、強力
な殺菌効果を有すること、オゾン水の製造に微細気泡を用いれば、溶解速度が高いため、
溶解せずに液面から抜ける気泡が減少し、オゾンの利用効率が向上すること、水ポンプに
よる気相の微細化を利用したオゾン殺菌装置が記載されている。
【０００５】
　微細気泡の生成方法と利用方法の一つに、〔特許文献１〕に記載されているような加圧
減圧による方法がある。この方法は、オゾン発生手段で発生したオゾンガスをエゼクタで
被処理水に混合し、このオゾンガスが混合された水（混合水という）を高圧ポンプで圧送
してオリフィスを通過させ、オリフィス通過時に混合水が減圧されることにより微細気泡
を生成し、生成したオゾン微細気泡が混入した液体を処理槽に注入して液体処理に用いる
方法である。
【０００６】
　〔特許文献２〕に記載の微細気泡発生方法では、〔特許文献１〕に記載した微細気泡発
生部と同様にオリフィスを通過させて微細気泡を生成しているが、オリフィスを下部に半
月状に開口したに流路形状に形成し、ポンプ回転数を制御するインバータを設けて、加圧
圧力を微細気泡生成に最も適した圧力に制御している。
【０００７】
　〔特許文献３〕に記載の上下水処理方法及び制御方法では、〔特許文献１〕に記載した
微細気泡発生部と同様にオリフィスを通過させて微細気泡を生成しているが、処理槽の注
入オゾン濃度や排オゾン濃度、あるいは溶存オゾン濃度を計測して、管径を小径に絞った
オリフィスの開度を調整して加圧圧力を調整し、排オゾン濃度や溶存オゾン濃度を制御し
ている。
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－２２５６９６号公報
【特許文献２】特開２００３－１１７３６５号公報
【特許文献３】特開平１０－９９８７７号公報
【非特許文献１】「水の特性と新しい利用技術」、株式会社エヌ・ティー・エス、　１４
２－１４６頁、２００４年
【非特許文献２】「新版オゾン利用の新技術」、サンユー書房、７４－８３頁、1988年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　〔非特許文献１〕に記載の従来の技術は、微細気泡の特性について記述しているが、微
細気泡の発生方法や具体的な水処理方法については開示されていない。又、〔非特許文献
２〕に記載の従来の技術は、ポンプのインペラーのせん断による気泡生成方法であり、こ
の気泡生成方法では、気泡が十分に微細化されないという問題がある。
【００１０】
　〔特許文献１〕に記載の従来の技術では、混合水が高圧ポンプでオリフィス上流側で加
圧され、オリフィス通過時に減圧されて微細気泡を生成できるが、流路面積が固定された
オリフィスであるため、オゾン微細気泡の混入水の必要流量を変化させる必要のある場合
に対応できない問題がある。又、加圧圧力が変化すると微細気泡の径や発生量が変化する
ため、オゾン溶解効率が変化して水処理性能が不安定になる問題がある。この方式で加圧
圧力と流量を変化させるためには、高圧ポンプに流量調整弁を有するバイパス流路を設け
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バイパス流路に混合水の一部を通水する方法を採ることも可能であるが、バイパス流路に
通水した混合水はオリフィスに送水されないため無駄になり、高圧ポンプに加える電力の
損失が増加する。
【００１１】
　〔特許文献２〕に記載の従来の技術では、インバータでポンプ回転数を調整することに
よりオリフィスの加圧圧力を制御することができるが、オリフィス流路面積が固定されて
いるため、〔特許文献１〕のものと同様にオゾン微細気泡混入水の要求流量の変化に対応
する場合に、加圧圧力が変化して安定して微細気泡を生成できない問題がある。
【００１２】
　〔特許文献３〕に記載の従来の技術では、オリフィスの流路の絞りを可変調整して加圧
圧力を制御しており、この方法により、オゾン微細気泡混入水の流量も制御することがで
きるが、オリフィスの流路の絞りが変わると、オリフィスを通過する際の流速が変わり、
微細気泡を生成するためのオリフィス部における減圧量が変化する。このため、加圧減圧
のバランスが変わると微細気泡の径や発生量が変化するため、オゾン溶解効率が変化して
水処理性能が不安定になる問題がある。
【００１３】
　本発明の第１の目的は、加圧圧力と気液二相流の流量を制御して微細気泡の径や発生量
を安定化することにより、オゾン溶解効率を保ち、水処理性能を高めた水処理設備を提供
することにある。
【００１４】
　本発明の第２の目的は、過大な加圧圧力を掛けることなくポンプ駆動電力を低減して運
転経済性を向上した水処理設備を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するための本発明の微細気泡を利用した水処理設備は、オゾンガスを発
生させるオゾン発生装置と、発生したオゾンガスを被処理水に注入するオゾンガス注入装
置と、オゾンガスが注入された被処理水を加圧する高圧ポンプと、高圧ポンプと水処理槽
の間の流路に複数の連通孔を有する多孔板を具備しその有効孔数が可変の微細気泡生成装
置を設け、インバータを制御して高圧ポンプの加圧圧力が許容範囲内となるように回転速
度を制御するものである。多孔板の有効孔数を可変調整するとともに高圧ポンプの加圧圧
力を許容範囲内に制御することにより、加圧されたオゾンガスが注入された被処理水を、
孔部上流では適切な加圧状態とし、適切な孔径により多孔板に通水して孔部において減圧
を生じさせて微細気泡を有効に生成することができる。
【００１６】
　又、多孔板の有効孔数を可変調整する代わりに、異なる孔数を有する複数の多孔板と、
その多孔板をそれぞれ設置した複数の流路を設け、複数の流路に弁を設けて弁の開閉によ
って通水する流路を切替えることにより高圧ポンプと水処理槽の間に設けた多孔板の有効
孔数を可変調整しても良い。
【００１７】
　又、水処理槽内の被処理水の一部を抽水し、抽水した被処理水にオゾン発生装置により
発生させたオゾンガスを注入して、被処理水の循環ループとし、水処理槽に微細気泡を混
入した被処理水を注入するものである。
【００１８】
　又、水処理槽へのオゾン微細気泡混入の被処理水の注入流量と高圧ポンプによる多孔板
上流の加圧圧力を制御するとともに、オゾン発生装置でオゾンガス発生量の制御を行うこ
とにより、被処理水へのオゾン注入量を制御できる。
【００１９】
　又、水処理槽へのオゾン微細気泡混入に被処理水を直接用いても良く、帯水槽を設け、
滞水槽に被処理水を貯留して、オゾン微細気泡混入被処理水として使用しても良い。
【００２０】
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　又、制御器と、水処理槽におけるオゾン微細気泡の注入箇所より下流に被処理水の溶存
オゾン濃度測定器を設け、被処理水の溶存オゾン濃度の目標値を制御器に入力し、制御器
で溶存オゾン濃度測定器の計測値を溶存オゾン濃度の目標値と比較して、水処理槽に注入
するオゾン量の過不足を計算し、制御器によって演算結果を基にポンプ回転数と多孔板の
有効孔数とオゾン発生装置によるオゾン発生量を制御することにより、水処理槽に注入す
るオゾン量を調整するようにし、水処理槽に注入するオゾン量が不足した場合は、制御器
によって多孔板の有効孔数を増加し、加圧圧力を維持するようにポンプ回転数を増加し、
オゾン発生器によるオゾン発生量を増加し、一方、水処理槽に注入するオゾン量が過大に
なった場合は、制御器によって多孔板の有効孔数を減じ、加圧圧力を維持するようにポン
プ回転数を減し、オゾン発生器によるオゾン発生量を減ずるように制御するものである。
【００２１】
　又、制御の応答性と省エネルギー化のため、水処理槽に導入される被処理水の水質計測
器と流量計を設け、被処理水の水質パラメータと流量を制御器に入力し、被処理水の水質
の悪化あるいは流量増加が発生した場合に、必要なオゾン量増分値を制御器で計算し、被
処理水水質の改善あるいは流量減少が発生した場合に必要オゾン量減分値を演算器で計算
し、制御器によって演算結果を基にポンプ回転数と多孔板の有効孔数を制御し、水処理槽
に注入するオゾン量を調整するものである。
【００２２】
　又、多孔板における孔の閉塞を防止するため、多孔板を通過する流れ方向を逆転し多孔
板を逆洗洗浄するものである。又、発生したオゾンガスを被処理水中に注入する手段にエ
ゼクタによる気相吸い込みを用いても良く、散気管の気相混合微細化機能を用いても良い
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、微細気泡の径や発生量を安定化でき、オゾン溶解効率を保ち、水処理
性能を高めることができるので、オゾン使用量が低減され水処理設備の経済性を向上でき
る。又、過大な加圧圧力を掛けることなくポンプ駆動電力を低減できるので、水処理設備
における運転経済性を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　被処理水の溶存オゾン濃度等の水処理槽の状態をフィードバックし、微細気泡生成装置
で気液二相流の加圧圧力と流量を制御して安定した気泡径と発生量の微細気泡を生成して
水処理槽内に注入するオゾン量を調整し、水処理性能を高めた水処理設備を提供する。
【実施例１】
【００２５】
　以下、本発明の実施例１を図１から図６を用いて説明する。図１は本実施例の微細気泡
を利用した水処理設備の構成図、図２から図４は孔数可変型多孔板による微細気泡生成装
置の構造図、図５は微細気泡生成装置での気泡径分布の測定結果を示す。
【００２６】
　本実施例の水処理設備は、図１に示すように構成されている。下水処理設備からの下水
処理水が注入され、処理された水が再生水として排出される水処理槽１が設けられ、水処
理槽１内は複数の仕切板１３によって複数の槽に分割されている。仕切板１３は、上部に
固定された仕切板１３ａ，１３ｃ，１３ｅと下部が固定された仕切板１３ｂ，１３ｄが交
互に設けられ、下水処理設備から注入された下水処理水（被処理水ともいう）が仕切板
１３ａの下部の空間から下流側の次の槽に流れ、下部が固定された仕切板１３ｂを乗り越
えて下流側の次の槽に流れる動作を繰り返して、再生水として排出されるようになってい
る。仕切板１３ｂの上部には、オゾンを排出するための管路が設けられ、配管には排オゾ
ン処理装置１２が接続されている。排オゾン処理装置１２は、被処理水から離脱して水処
理槽１内に溜まったオゾンを処理して大気へ放出するための装置である。再生水の排出口
の近くには、溶存オゾン濃度計１８が設けられ、再生水の溶存オゾン濃度が計測されるよ
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うになっている。
【００２７】
　水処理槽１の下水処理水の注入口側でその下方側には、下水処理水を取出すための抽水
流路６が接続されている。抽水流路６は、流量調整弁６２を介してオゾンガス注入装置３
に接続されている。オゾンガス注入装置３には、オゾン発生装置２が流量調整弁６１を介
して接続され、オゾンガスを注入できるようになっている。オゾン発生装置２には、図示
しないオゾン発生装置２から吐出される流量を計測するオゾン用の流量計が設けられてい
る。水処理水槽１内の被処理水は、抽水流路６から抽水されオゾンガス注入装置３に流入
する。オゾン発生装置２で発生したオゾンガスは、オゾンガス注入装置３で被処理水と混
合し、気液二相流になる。オゾンガス注入装置３には、エゼクタ形式，散気管方式，直接
混合などの気液混合方式のものが適用される。
【００２８】
　オゾンガス注入装置３の後流側には高圧ポンプ４が接続され、高圧ポンプ４は微細気泡
生成装置５を介して水処理水槽１に接続されている。高圧ポンプ４には、駆動するための
インバータ９が接続されている。気液二相流は、高圧ポンプ４に吸い込まれ、高圧ポンプ
４で昇圧された後、微細気泡生成装置５に流入する。ここで、高圧ポンプ４は、渦流ポン
プが二相流吐き出し性能に優れるが、一般のポンプも使用可能である。
【００２９】
　微細気泡生成装置５は、図２に示すように、流入流路７に設けられたシール部２４と、
シール部２４に取り付けられた駆動軸２３と、駆動軸２３に取り付けられたシャッター板
２２と、流入流路７に固定された多孔板２１で構成されている。微細気泡生成装置５の上
流側には圧力計１０が設けられ、下流側には流量計１１が設けられている。
【００３０】
　多孔板２１は、図３に示すように、同じ径の孔が複数個設けられ、扇形状の領域毎に局
所的に孔数の分布が異なるように加工されている。シャッター板２２は、図４に示すよう
に、扇形状の流通部分２２ａと邪魔板部位２２ｂが設けられ、図示しないモータにより駆
動軸２３が回転されると、それに伴って流通部分２２ａが回転するようになっている。こ
のため、駆動軸２３の回転角を制御してシャッター板２２の回転角を変更することにより
、気液二相流が通過する孔数を変更することができる。ここで、孔数の変更は、シャッタ
ー板２２を固定して、多孔板２１を回転させても良い。この気液二相流が通過する孔数の
ことを、便宜上有効孔数という。
【００３１】
　オゾン発生装置２，高圧ポンプ４，微細気泡生成装置５を制御するための制御器８が設
けられており、制御器８には溶存オゾン濃度計１８の信号，圧力計１０の信号，流量計
１１の信号，オゾン用の流量計の信号がフィードバックされている。
【００３２】
　ここで、微細気泡生成装置５での微細気泡の生成過程について詳細に説明する。高圧ポ
ンプ４から吐き出されたオゾンガスが混入した気液二相流は、圧力によって一部が液中に
溶解しながら微細気泡生成装置５に達する。図２に示す多孔板２１の上流側は高圧であり
、下流側は低圧である。高圧の上流側から多孔板２１に流入した被処理水は、孔部を通過
する時に圧力損失が生じるとともに、流速が増加するためベルヌーイの定理で表されるよ
うに圧力が低下して減圧される。このため、加圧溶解していた気泡が微細気泡となって析
出する。又、多孔板２１の下流側では流路面積が増加するため、圧力回復が図られるが、
急激な流路面積の変化によって圧力が不安定になり、気泡はさらに崩壊する。この減圧と
圧力不安定によって、微細気泡が生成される。
【００３３】
　実験を行った結果、孔径は直径で０.１mm ～５mmの範囲が微細気泡を生成するのに好適
であり、孔径が０.５mm ～２mmの範囲とすると微細気泡の生成はより安定化し生成効率は
よりよくなることが分った。加圧圧力は０.１ＭＰａ～１.０ＭＰａが許容範囲であった。
加圧圧力については、微細気泡生成がより安定でコスト上有利な範囲は、０.３ＭＰａ ～
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０.７ＭＰａの範囲である。
【００３４】
　本実施例の微細気泡生成装置５を用いて、発生した気泡の気泡径分布を測定した結果を
図５に示す。この測定では、多孔板２１を通過したときに発生した気泡を粒子カウンタで
測定して気泡径と気泡個数分布の関係を求めた。この測定により、気泡径は、マイクロバ
ブル領域に集中しており、本実施例の微細気泡生成装置で気泡径の揃った微細気泡を生成
できることが確認された。
【００３５】
　このように構成された水処理設備では、オゾン用の流量計，圧力計１０，流量計１１，
溶存オゾン濃度計１８の信号を入力して、高圧ポンプ４のインバータ９と微細気泡生成装
置５のシャッター板２２の回転角度、オゾンガス発生装置２の発生流量を制御するが、そ
の制御シーケンスを図６により説明する。
【００３６】
　ステップ１００で、入力データの読込みを行う。主な入力データとしては、溶存オゾン
濃度の設定値Ｃｓ，溶存オゾン濃度の許容範囲ΔＣ，高圧ポンプ加圧圧力の設定値Ｐｓ，
高圧ポンプ加圧圧力の許容範囲ΔＰ，オゾン微細気泡混入液体の注入量許容範囲ΔＦ，パ
ラメータ増減率ΔＸである。ステップ１０１で、計測運転がＯＮか否かを判断し、計測運
転ＯＮでなければ終了する。計測運転ＯＮであれば、ステップ１０２で、オゾン用の流量
計，圧力計１０，流量計１１，溶存オゾン濃度計１８の信号を制御器８に入力して、溶存
オゾン濃度値Ｃｍ，高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍ，注入量Ｆｍ，オゾン発生器流量ｆｏｍが読
込まれる。
【００３７】
　ステップ１０３で、入力データのうち、溶存オゾン濃度の設定値Ｃｓ，溶存オゾン濃度
の許容範囲ΔＣと溶存オゾン濃度値Ｃｍの比較演算が行われる。すなわち、溶存オゾン濃
度の設定値Ｃｓに溶存オゾン濃度の許容範囲ΔＣを加味した数値範囲であるＣｓ－ΔＣ，
Ｃｓ＋ΔＣと溶存オゾン濃度値Ｃｍを比較する。溶存オゾン濃度ＣｍがＣｓ－ΔＣとＣｓ
＋ΔＣの間であれば、タイマーで時間計測を行い、設定された時間が経過後にステップ
１０１に戻り、ステップ１０１からステップ１０３の動作を繰り返す。
【００３８】
　溶存オゾン濃度値ＣｍがＣｓ－ΔＣより低い場合、溶存オゾン濃度値ＣｍがＣｓ＋ΔＣ
より高い場合は、ステップ１０４で、溶存オゾン濃度の変化率ａを数１により算出する。
【００３９】
【数１】

【００４０】
　ステップ１０５で、算出された溶存オゾン濃度の変化率ａが０より大きいか否かを判定
し、０より大きい場合は、例えば数２により、注入量Ｆの目標値Ｆｐ，オゾン発生流量
ｆｏの目標値ｆｏｐを算出する。
【００４１】

【数２】

【００４２】
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　溶存オゾン濃度の変化率ａが０か０より小さい場合は、例えば数３により、注入量Ｆの
目標値Ｆｐ，オゾン発生流量ｆｏの目標値ｆｏｐを算出する。
【００４３】
【数３】

【００４４】
　注入量Ｆの目標値Ｆｐ，オゾン発生流量ｆｏの目標値ｆｏｐが算出されると、ステップ
１０８で、注入量値Ｆｍが数４に示す範囲となるように、多孔板２１の孔数の制御を行う
。
【００４５】

【数４】

【００４６】
　又、ステップ１０９で、高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍが数５に示す範囲内となるように、高
圧ポンプ４の回転数制御を行う。
【００４７】

【数５】

【００４８】
　ステップ１１０で、注入量値Ｆｍ及び高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍが数４と数５の範囲に入
っているか否かを判断し、範囲に入っていればステップ１０１の戻り、ステップ１１０ま
での動作を繰り返す。範囲に入っていなければ、ステップ１０８に戻り、ステップ１１０
までの動作を繰り返す。
【００４９】
　溶存オゾン濃度計１８で計測された溶存オゾン濃度が、設定値Ｃｓ－溶存オゾン濃度許
容範囲ΔＣより低い場合は、制御器８から微細気泡生成装置５に制御信号が送信され、シ
ャッター板２２の駆動機構を制御してシャッター板２２を回転させて孔数を増加させる。
孔数を増加させることにより、多孔板２１での圧力損失が低減し、流量が増加するととも
に高圧ポンプ４の加圧圧力が低下する。圧力計１０により計測される高圧ポンプ加圧圧力
Ｐｍが制御器８にフィードバックされ、数５に示す範囲内となるように、高圧ポンプ４の
インバータ９に制御信号が送信され、ポンプ４の回転数を増加するように制御される。又
、オゾン発生装置２に制御信号が送信され、オゾンガス発生量を増加するように制御する
。微細気泡生成装置５では、オゾンガス発生装置２の発生流量と、抽水流路６及び注入流
路７の循環流量を増加することにより、水処理槽１へのオゾン注入量を増加することがで
きる。
【００５０】
　このように制御することにより、オゾン微細気泡を生成するための加圧圧力の変化を許
容範囲内に制御し、オゾン注入量を増加させて循環流量を増加させることができるので、
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水処理槽１の溶存オゾン濃度を許容範囲内に制御することができる。
【００５１】
　溶存オゾン濃度計１８で計測された溶存オゾン濃度が、設定値Ｃｓ＋溶存オゾン濃度許
容範囲ΔＣより高い場合は、多孔板２１を回転させて孔数を減少させる。孔数を減少させ
ることにより、多孔板２１での圧力損失が増大し、流量が減少するとともに高圧ポンプ４
の加圧圧力が上昇する。圧力計１０により計測される高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍが制御器８
にフィードバックされ、数５に示す範囲内となるように、高圧ポンプ４のインバータ９に
制御信号が送信され、ポンプ４の回転数を減少するように制御される。又、オゾン発生装
置２に制御信号が送信され、オゾンガス発生量を減少するように制御する。
【００５２】
　このように制御することにより、オゾン微細気泡を生成するための加圧圧力の変化を許
容範囲内に制御し、オゾン注入量を減少させて循環流量を減少させることができるので、
水処理槽１の溶存オゾン濃度を許容範囲内に制御することができる。
【００５３】
　又、高圧ポンプ４の加圧圧力を微細気泡生成に適した圧力に保ちながらオゾン注入の循
環流量を増減できるので、ポンプ動力の無駄を省くことができる。
【００５４】
　微細気泡生成装置５において微細気泡が混入された気液二相流は、注入流路７を通り、
水処理槽１に吐出される。微細気泡の作用によって、オゾンの溶解効率が高くなり溶存オ
ゾン濃度が増加して強い消毒作用が生じる。又、気泡溶解時のラジカル生成によってさら
に消毒作用が促進される。
【００５５】
　オゾンが注入され水処理槽１内に吐出された被処理水の一部は、再び抽水流路６から微
細気泡生成装置５に流入し、残りの被処理水は、オゾン酸化作用を継続しながら水処理槽
１内を流れ、処理槽出口から再生水として排出される。
【００５６】
　ここで、水処理槽１の流路を被処理水が消毒されながら流れるにしたがって、オゾンが
消費されるため溶存オゾン濃度は減少する。このため、オゾン微細気泡混合液体の注入流
路７を複数系統設ける、或いは微細気泡生成装置５を複数系統設け、水処理槽１の流路中
の複数の箇所にオゾン微細気泡混合液体を注入するようにしても良い。
【００５７】
　本実施例の微細気泡を利用した水処理設備によれば、微細気泡の径や発生量を安定化す
ることができ、オゾン溶解効率を保ち、水処理性能を高めることができるので、オゾン使
用量が低減され水処理設備の経済性を向上できる。又、加圧圧力を許容範囲内に制御して
ポンプ駆動電力を低減しているので、水処理設備における運転経済性を向上できる。又、
被処理水の水質パラメータと流量を演算し、インバータによるポンプ回転数と多孔板の孔
数を制御することにより制御の応答性が向上して省エネルギー運転が可能になり、水処理
設備における運転経済性を向上できる。
【００５８】
　本実施例の超微細気泡を利用した水処理設備によれば、殺菌消毒するための塩素を多用
することなく下水処理水の殺菌消毒が可能になるため、下水処理水再生設備の経済性を向
上する効果と殺菌消毒性能を向上する効果がある。
【００５９】
　なお、本実施例の水処理槽は、オゾン微細気泡混入水を注入された被処理水がオゾンと
接触しながら複数の槽を移動する形式のものを説明したが、貯留型あるいは加圧式処理装
置にも適用可能である。
【実施例２】
【００６０】
　本発明の実施例２を図７により説明する。本実施例は実施例１の変形例で、図７は複数
の多孔板流路型の微細気泡生成装置の構造図である。実施例１では、図２から図４で示す
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孔数可変型の多孔板２１を用いた微細気泡生成装置５で構成しているが、本実施例では、
孔数が固定された複数の多孔板１４，１５を設けている。この例では、多孔板１４の孔数
を多く、多孔板１５の孔数を少なくしている。
【００６１】
　図７に示す例では、多孔板１４，多孔板１５を有する２系統の流路１９，流路２０を設
けている。流路１９と流路２０の合流部には切替弁１７が設けられ、制御器８からの信号
により切替弁１７を切替えて流路１９と流路２０を切替えるようになっている。高圧ポン
プ４には、バイパス弁１６が設けられている。
【００６２】
　このように構成された水処理設備において、溶存オゾン濃度計１８で計測された溶存オ
ゾン濃度が、設定値Ｃｓ－溶存オゾン濃度許容範囲ΔＣより低い場合は、制御器８から切
替弁１７に制御信号が送信され、切替弁１７を流路１９側に切替える。流路１９に切替え
ると、孔数が多い多孔板１４を気液二相流が流れるので、多孔板１４での圧力損失が低減
し、流量が増加するとともに高圧ポンプ４の加圧圧力が低下する。圧力計１０により計測
される高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍが制御器８にフィードバックされ、数５に示す範囲内とな
るように、高圧ポンプ４のインバータ９に制御信号が送信され、ポンプ４の回転数を増加
するように制御される。又、オゾン発生装置２に制御信号が送信され、オゾンガス発生量
を増加するように制御する。
【００６３】
　このように制御することにより、オゾン微細気泡を生成するための加圧圧力の変化を許
容範囲内に制御し、オゾン注入量を増加させて循環流量を増加させることができるので、
水処理槽１の溶存オゾン濃度を許容範囲内に制御することができる。
【００６４】
　溶存オゾン濃度計１８で計測された溶存オゾン濃度が、設定値Ｃｓ＋溶存オゾン濃度許
容範囲ΔＣより高い場合は、切替弁１７を流路２０側に切替える。多孔板１５の孔数が少
ないため、圧力損失が増大し、流量が減少するとともに高圧ポンプ４の加圧圧力が上昇す
る。圧力計１０により計測される高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍが制御器８にフィードバックさ
れ、数５に示す範囲内となるように、高圧ポンプ４のインバータ９に制御信号が送信され
、ポンプ４の回転数を減少するように制御される。又、オゾン発生装置２に制御信号が送
信され、オゾンガス発生量を減少するように制御する。
【００６５】
　このように制御することにより、オゾン微細気泡を生成するための加圧圧力の変化を許
容範囲内に制御し、オゾン注入量を減少させて循環流量を減少させることができるので、
水処理槽１の溶存オゾン濃度を許容範囲内に制御することができる。
【００６６】
　本実施例の水処理設備によれば、実施例１による効果に加えて、微細気泡生成装置に回
転部がないため故障が少なくなり、下水処理水再生設備の信頼性が向上する。
【００６７】
　なお、本実施例の微細気泡生成装置５を用いた場合、オゾン微細気泡混合液体の流量調
整はステップ状になるが、３系統以上に流路数を増加することにより、オゾン微細気泡混
合液体のより細かい流量調整が可能である。
【実施例３】
【００６８】
　本発明の実施例３を図８により説明する。図８は本実施例の微細気泡を利用した水処理
設備の構成図である。本実施例では、実施例１の構成に加えて、水処理槽１に流入する被
処理水の流路に流量計２５と有機物濃度計２６を設け、流量計２５，有機物濃度計２６と
制御器８とを信号線で接続している。図８では有機物濃度計２６を設けて水質の計測を行
っているが、水質の計測は、有機物濃度計の他に大腸菌センサー，浮遊物濃度計，臭気セ
ンサー，色度センサーなどを設けても良い。
【００６９】
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　本実施例では、流量計２５或いは有機物濃度計２６の計測値が設定値より高い場合は、
制御器８から微細気泡生成装置５に制御信号が送信され、シャッター板２２の駆動機構を
制御してシャッター板２２を回転させて孔数を増加させる。孔数を増加させることにより
、多孔板２１での圧力損失が低減し、流量が増加するとともに高圧ポンプ４の加圧圧力が
低下する。圧力計１０により計測される高圧ポンプ加圧圧力Ｐｍが制御器８にフィードバ
ックされ、高圧ポンプ４のインバータ９に制御信号が送信され、高圧ポンプ４の回転数を
増加するように制御される。又、オゾン発生装置２に制御信号が送信され、オゾンガス発
生量を増加するように制御する。
【００７０】
　これによって、オゾン微細気泡生成のための加圧圧力の変化幅を小さくして、オゾンの
循環流量を増加させ、水処理槽１の水処理能力を向上できる。その結果、再生水の水質を
維持できる。
【００７１】
　流量計２５或いは有機物濃度計２６の計測値が設定値より低い場合は、逆の操作、すな
わちシャッター板２２を回転させて孔数を減少させ、高圧ポンプ４の回転数を減少させ、
オゾン発生装置２のオゾンガス発生量を減少するように制御する。この操作によって、オ
ゾンの循環流量が減少し、水処理槽１の水処理能力を許容範囲内に維持することができる
。
【００７２】
　このように制御することにより、水処理槽１へ流入する下水処理水の流量，水質条件を
基にオゾン注入量を調整できるので、処理後のオゾン濃度をフィードバックして制御する
実施例１と比較して短時間で再生水の水質を制御できる。このため、水処理性能の負荷追
従性が向上し、運転条件の変動量を低減できるのでポンプ動力の無駄を省くことができる
。
【００７３】
　本実施例の水処理設備によれば、実施例１による効果に加えて、下水処理水再生設備の
運転に関わる経済性が向上する。
【実施例４】
【００７４】
　本発明の実施例４を図９により説明する。図９は本実施例の微細気泡を利用した水処理
設備の構成図である。
【００７５】
　実施例１では、水処理槽１に抽水流路６と注入流路７を敷設しているが、本実施例では
、抽水流路６に第２の抽水流路２８を、注入流路７に第２の注入流路２７を接続し、第２
の抽水流路２８と第２の注入流路２７を水処理槽１の上方から水処理槽１内に設置するよ
うになっている。
【００７６】
　本実施例によれば、水処理槽１の上方から第２の抽水流路及び第２の注入流路を挿入し
ているので、万一、注水流路あるいは注入流路が破断した時でも水処理槽１内の被処理水
が水処理槽１外に流出することがないため、水処理設備の安全性を高めることができる。
また、水線下に流路挿入部や接合部がないため、水密性を保つためのメンテナンス作業が
不要となり、点検に関わる経済性を向上できる。
【実施例５】
【００７７】
　本発明の実施例５を図１０により説明する。図１０は微細気泡を利用した水処理設備を
適用した下水処理施設の構成図である。
【００７８】
　本実施例の下水処理施設は、図１０に示すように、それぞれ直列に接続された沈殿池
３１，生物反応槽３２，最終沈殿池３３と、沈殿池３１と生物反応槽３２と最終沈殿池
３３の底部に接続された濃縮槽３４と、濃縮槽３４に接続された汚泥処理装置３５と、最
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終沈殿池３３に接続された実施例１から実施例４のいずれかの水処理設備３０で構成され
ている。最終沈殿池３３で処理された一部の下水は、生物反応槽３２に戻されるように流
路が接続されている。
【００７９】
　下水は最初に沈殿池３１に流入し、有機物を主体とする比重の大きい浮遊物質が除去さ
れる。有機物を主体とする比重の大きい浮遊物質が除去された下水は生物反応槽３２に流
入する。生物反応槽３２では、有機物窒素，りんなどが生物学的に処理される。生物処理
後の下水は最終沈殿池３３に流入し、微生物フロックを主体とする比重の小さい浮遊物質
が除去される。沈殿池３１，生物反応槽３２及び最終沈殿池３３で除去された汚泥は、濃
縮槽３４に送られ濃縮後に汚泥処理装置３５に送られる。
【００８０】
　最終沈殿池３３で微生物フロックを主体とする比重の小さい浮遊物質が除去された被処
理水は、水処理設備３０に流入し、下水処理水の全量を処理する。上述したように、微細
気泡を利用した水処理設備３０を最終沈殿池３３の後段に設け、再生水は放流水の他、水
洗用水，散水用水，修景用水，親水用水等に利用される。微細気泡を利用した水処理設備
３０は、オゾンを用いているため消毒効果が高く、従来の下水処理施設と比較して、塩素
注入，滅菌工程を簡素化できる効果がある。この結果、本実施例によれば、下水処理施設
の簡素化が可能であり、施設建設と運転に関わる経済性を向上できる。
【実施例６】
【００８１】
　本発明の実施例６を図１１により説明する。図１１は、微細気泡を利用した水処理設備
を適用した下水処理施設の他の構成図である。
【００８２】
　本実施例の下水処理施設は、実施例５と同様に構成されているが、図１１に示すように
、最終沈殿池３３の後段には、水処理設備３０と滅菌槽３６が並列的に設けられ、滅菌槽
３６の上流側には塩素の注入部が設けられている。
【００８３】
　沈殿池３１に流入した下水は、最終沈殿池３３まで実施例５で説明したように処理され
る。最終沈殿池３３で処理された下水処理水の一部は、滅菌槽３６に流入し、塩素が混和
され、滅菌槽３６で接触時間が確保された後、処理水は放流される。最終沈殿池３３で処
理した下水処理水の残りは、実施例１から実施例４のいずれかの水処理設備３０に導かれ
て処理される。処理後の再生水は放流水の他、水洗用水，散水用水，修景用水，親水用水
等に利用される。
【００８４】
　本実施例によれば、微細気泡を利用した水処理設備３０は、オゾンを用いているため消
毒効果が高く、用途と利用先の基準によって、塩素注入，滅菌工程を省略可能である。ま
た、従来の下水処理施設と比較して、塩素注入，滅菌工程を簡素化できる効果がある。又
、下水処理施設の簡素化が可能であり、施設建設と運転に関わる経済性を向上できる。
【００８５】
　なお、微細気泡を利用した水処理設備３０の後段に塩素の注入部を儲け、再生水に塩素
を注入して塩素を混和するための滅菌槽３６を設けてもよく、滅菌槽３６で接触時間が確
保された後、処理水は放流される。
【実施例７】
【００８６】
　本発明の実施例７を図１２により説明する。図１２は、微細気泡を利用した水処理設備
を適用した下水処理施設の他の構成図である。
【００８７】
　本実施例の下水処理施設は、実施例６と同様に構成されているが、図１２に示すように
、最終沈殿池３３と水処理設備３０の間に砂ろ過池３７を設置し、砂ろ過池３７でろ過さ
れた洗浄液の一部を濃縮槽３４に戻すように接続されている。砂ろ過池３７では、下水処
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理水の浮遊物、及び浮遊物に付着した窒素，りん等が除去され、砂ろ過池で処理された被
処理水は、実施例１から実施例４のいずれかの水処理設備３０に導かれて処理される。こ
れによって、微細気泡を利用した水処理設備３０における被処理水の水質が向上するとと
もに、水質が安定する。
【００８８】
　本実施例によれば、被処理水の水質向上によって、微細気泡を利用した水処理設備のオ
ゾン消費量が減少するため、下水処理施設の運転に関わる経済性を向上できる。
【実施例８】
【００８９】
　本発明の実施例８を図１３により説明する。図１３は微細気泡を利用した水処理設備を
適用した下水処理施設の他の構成図である。
【００９０】
　本実施例の下水処理施設は、実施例６と同様に構成されているが、図１３に示すように
、最終沈殿池３３と水処理設備３０の間に凝集沈殿池３８を設置し、凝集沈殿池３８の汚
泥を濃縮槽３４に戻すように接続されている。凝集沈殿池３８の上流側には凝集剤の注入
部が設けられており、注入された凝集剤によって下水処理水の浮遊物、及び有機物が除去
される。これによって、微細気泡を利用した水処理設備３０における被処理水の水質が向
上するとともに、水質が安定する。
【００９１】
　本実施例によれば、被処理水の水質向上によって、微細気泡を利用した水処理設備のオ
ゾン消費量が減少するため、下水処理施設の運転に関わる経済性を向上できる。
【実施例９】
【００９２】
　本発明の実施例９を図１４及び図１５により説明する。図１４は微細気泡を利用した水
処理設備の構成図、図１５は水処理槽内の流れを説明する図である。
【００９３】
　本実施例の下水処理施設は、実施例１と同様に構成されているが、図１４，図１５に示
すように、水処理槽１内の流路のうち、下降流となる液面下の流路４３に邪魔板４１を設
けている。図１４に示す例では、下降流となる流路は、流路４３，４３ａ，４３ｂの３箇
所であり、それぞれに邪魔板４１，４１ａ，４１ｂが設けられている。
【００９４】
　微細気泡生成装置５で発生した微細気泡が、注入流路７の内部或いは水処理槽１内の流
路４３において合体して気泡径が増加すると、径の増加にともなって上昇速度が増加する
ため流路４３内を上昇することがある。このような合体気泡が液面に達して水処理槽１の
上部空間に抜けると、排オゾン処理の負荷が増加するだけでなく、水処理に使用するオゾ
ン量が減少する可能性がある。
【００９５】
　本実施例では、図１５に示すように、邪魔板４１を設けているので、流路４３の流路面
積が縮小し、縮小箇所での流速が局所的に合体気泡の上昇速度より大きくなるため、合体
気泡は縮小箇所より上方に抜けることがなくなり、オゾンの利用効率が向上する。又、邪
魔板４１の下方の流路面積が拡大している箇所で渦が生じるため、気泡の攪拌と崩壊が促
進される。これによって、気泡が再び微細化し、液体への溶解が促進される。これによっ
て、合体気泡が発生した際にも高いオゾンの利用効率と溶解効率を維持できる。邪魔板
４１によって形成される縮流部での流速は、定格被処理水流量と流路面積から求められる
が、好ましくは気泡の上昇速度の上限値である約０.４ｍ／ｓ 以上が必要である。
【００９６】
　本実施例によれば、オゾンの利用効率と溶解効率を維持できるため、下水処理水再生設
備の運転に関わる経済性を維持できる。
【実施例１０】
【００９７】
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　本発明の実施例１０を図１６及び図１７により説明する。図１６は本実施例の微細気泡
を利用した水処理設備の構成図、図１７は水処理槽内の流れを説明する図である。
【００９８】
　本実施例の下水処理施設は、実施例１と同様に構成されているが、図１４，図１５に示
すように、流路４３内の注入流路７の注入口の上下に、邪魔板４４，邪魔板４５を設けて
いる。
【００９９】
　邪魔板４４は、実施例９で説明したように、流れの縮流によって流速の増加と気泡の攪
拌，崩壊が発生し、合体気泡の上昇が防止される。又、邪魔板４５では流れの縮流によっ
て流速が増加するとともに気泡の攪拌，崩壊が発生し、微細気泡の混合が促進される。こ
れによって、高いオゾンの利用効率と溶解効率を維持できる。
【０１００】
　本実施例によれば、オゾンの利用効率と溶解効率を維持できるため、下水処理水再生設
備の運転に関わる経済性を維持できる。
【実施例１１】
【０１０１】
　本発明の実施例１１を図１８により説明する。図１８は、本実施例の微細気泡生成装置
の構成図である。
【０１０２】
　本実施例は、実施例１の微細気泡生成装置と同様に構成されているが、図１８に示すよ
うに、オゾン発生装置２とオゾンガス注入装置３とを接続する流路４９に混合器５０を設
け、混合器５０から分岐した流路４７を流量調整弁４８及び気液分離器４６を介して微細
気泡生成装置５に接続しており、気液分離器４６は注入流路７と接続されている。気液分
離器４６は、流速を低下させて気液分離を促進するため、注入流路７の一部に拡大流路を
形成し、上部の体積が下部の体積より大となる形状にしている。
【０１０３】
　気液分離器４６では、注入流路７内で微細気泡の合体が発生し、生成した粗大気泡を気
液分離する。気液分離器４６で分離された気相は、流路４７を通って混合器５０に達し、
オゾン発生装置２から送気され混合器５０に流入したオゾンガスと混合する。混合器５０
で混合されたオゾンガスは、オゾンガス注入装置３で再び液相に注入される。これによっ
て、微細気泡が合体して発生した粗大気泡が再び微細化されるので、水処理槽１にオゾン
の利用効率と溶解効率の良い気泡を注入することができる。
【０１０４】
　本実施例によれば、オゾンの利用効率と溶解効率を維持できるため、下水処理水再生設
備の運転に関わる経済性を維持できる。
【実施例１２】
【０１０５】
　本発明の実施例１２を図１９及び図２０により説明する。図１９，図２０は、本実施例
の微細気泡生成装置の系統図である。本実施例の微細気泡生成装置には逆洗装置が設けら
れており、多孔板２１に汚れや汚泥が付着した場合に洗浄できるようになっている。
【０１０６】
　本実施例の微細気泡生成装置５は、実施例１と同様に構成されているが、図１９に示す
ように、高圧ポンプ４と微細気泡生成装置５の間の流路に三方弁５４が設けられ、三方弁
５４の一方側は、微細気泡生成装置５に接続され、その接続部が分岐されて開閉弁５１を
介して汚泥処理設備に接続されている。また、三方弁の他方側は、逆洗流路５２に接続さ
れ微細気泡生成装置５の下流側に接続されている。逆洗流路５２の接続点より水処理槽１
側の注入流路７には開閉弁５３が設けられている。
【０１０７】
　通常運転時には、図１９に示すように、三方弁５４の逆洗流路５２側を閉め、開閉弁
５１を閉め、開閉弁５３を開く。これにより、高圧ポンプ４から吐出されるオゾンガス注
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入水は、微細気泡生成装置５を通り、水処理槽１に注入される。
【０１０８】
　一方、逆洗時には、図２０に示すように、三方弁５４の逆洗流路５２側を開き、開閉弁
５３を閉め、開閉弁５１を開く。これにより、高圧ポンプ４から吐出されるオゾンガス注
入水は、微細気泡生成装置５を逆流し、開閉弁５１を通って汚泥処理装置に流れる。オゾ
ンガス注入水が多孔板２１を逆流する際に、孔に付着した汚れや汚泥が取り除かれ、孔が
洗浄される。また、逆洗時に、好ましくは水道水，再生水等の清浄な水を用いる。
【０１０９】
　逆洗による多孔板２１の洗浄によって安定した微細気泡の生成が可能になるとともに、
オゾンの利用効率と溶解効率を維持できる。
【０１１０】
　本実施例によれば、微細気泡生成装置５の閉塞が防止されるので、下水処理水再生設備
の信頼性を維持できる。また、オゾンの利用効率と溶解効率を維持できるため、下水処理
水再生設備の運転に関わる経済性を維持できる。
【０１１１】
　以上説明したように、各実施例によれば、微細気泡の径や発生量が安定化でき、オゾン
溶解効率を保ち、水処理性能を高めることができるので、オゾン使用量が低減され水処理
設備の経済性を向上できる。又、過大な加圧圧力を掛けることなくポンプ駆動電力を低減
できるので、水処理設備における運転経済性を向上できる。また、被処理水の水質パラメ
ータと流量を演算し、インバータによるポンプ回転数と多孔板の孔数を制御することによ
り制御の応答性が向上して省エネルギー運転が可能になり、水処理設備における運転経済
性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の実施例１である微細気泡を利用した水処理設備の構成図。
【図２】実施例１の微細気泡生成装置の縦断面図。
【図３】実施例１の微細気泡生成装置の多孔板を示す平面図。
【図４】実施例１の微細気泡生成装置のシャッター板を示す平面図。
【図５】気泡径と気泡個数分布の関係を示す図。
【図６】実施例１の水処理設備の制御フロー図。
【図７】本発明の実施例２である微細気泡生成装置の構造図。
【図８】本発明の実施例３である微細気泡を利用した水処理設備の構成図。
【図９】本発明の実施例４である微細気泡を利用した水処理設備の構成図。
【図１０】本発明の実施例５である下水処理施設の構成図。
【図１１】本発明の実施例６である下水処理施設の構成図。
【図１２】本発明の実施例７である下水処理施設の構成図。
【図１３】本発明の実施例８である下水処理施設の構成図。
【図１４】本発明の実施例９である水処理設備の構成図。
【図１５】実施例９の処理槽内の流れを説明する図。
【図１６】本発明の実施例１０である水処理設備の構成図。
【図１７】実施例１０の処理槽内の流れを説明する図。
【図１８】本発明の実施例１１である微細気泡生成装置の構成図。
【図１９】本発明の実施例１２である多孔板洗浄装置の系統図。
【図２０】本発明の実施例１２である多孔板洗浄装置の系統図。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…水処理槽、２…オゾン発生装置、３…オゾンガス注入装置、４…高圧ポンプ、５…
微細気泡生成装置、６…抽水流路、７…注入流路、８…制御器、９…インバータ、１０…
圧力計、１１，１９，２５…流量計、１２…排オゾン処理装置、１３…仕切板、１４，
１５，２１…多孔板、１６…バイパス弁、１７…切替弁、１８…溶存オゾン濃度計、２０



(16) JP 4910322 B2 2012.4.4

，２６…有機物濃度計、２２…シャッター板、２３…駆動軸、２４…シール部。
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